
 

 

               

  令和７年２月１８日        

               

               

               

               

  令和 ７ 年 ２ 月   

               

               

  能代市農業委員会委員会議  

               
  議  事  録  

               

               

               

               

               

               

               

               

     能代市農業委員会     

               

               

               



 

 

    

１．日   時 令和７年２月１８日 午後２時 00 分  
       

２．場   所 能代市役所新庁舎 会議室９、１０  

       

３．出席委員      

  議席番号 氏  名 議席番号 氏  名  

  １ 佐々木英樹 １１ 渡部 正人  

  ２ 舛谷 雅弘 １２ 工藤 次雄  

  ３ 佐々木 力    

  ４ 飯坂   司 １４ 菊池  正  

  ５ 佐々木一也 １５ 伊藤 一美  

  ６ 伊藤 隆一 １６ 大鐘 正彦  

  ７ 大髙 清勝    

  ８ 菊地 勝美 １８ 安井 鐘美  

  ９ 佐藤 敏彦 １９ 平川 義市  

  １０ 袴田  謙      

           

           

       

４．欠席委員 議席番号 氏  名 議席番号 氏  名  

  １３ 大髙 富子 １７ 佐々木博子  

       

       

       

       

５．事務局出席者 職    名 氏      名  

  事 務 局 長 佐藤 栄一  

  局長補佐  長谷川 直人  
  行政専門員 今井  一晴 

     

     

     

 
 

 
   

     

     

     

     

 
 

 
   

     

     



 

 

６．案  件 

 議 案 番 号 

  ５ 

 ６ 

 ７ 

 ８ 

 ９ 

１０ 

報告事項１ 

報告事項２ 

報告事項３ 

 

 

地域農業経営基盤強化促進計画案に係る意見聴取について 

農地法第３条の規定による許可申請について 

農地法第５条の規定による許可申請について 

農地転用事業計画変更承認申請について 

農用地利用集積計画について 

農地利用集積等促進計画案に対する意見聴徴取について 

許可不要の農地転用について 

農地法第１８条第６項の規定による通知について 

地目変更登記に係る照会に対する回答について 

７．会議の概要 

 

 

事 務 局 

 

 

 

（開 会） 

 

ただ今から能代市農業委員会総会を開会いたします。 

欠席の届け出があります。１３番大髙富子委員、１７番佐々木博子委員で

す。１９名中１７名の出席となっており、出席委員は定足数に達しておりま

す。 

それでは、平川会長からご挨拶と総会の議長と進行をお願いいたします。 

                    

議   長 

 

 

事 務 局 

 

議   長 

 

 

 

議  長 

 

それでは会議に入ります。 

始めに、前回の会議以降の会務報告を事務局より願います。 

                        

（事務局説明） 

 

ただ今の報告について、ご質問等ありませんか。 

 

 （なし） 

 

ないようですので会議を進めます。 

議  長 

 

 

 

 

議   長 

 

 

次に、議事録署名委員の選出ですが、慣例に従い当方より指名したいと思

いますが、ご異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

異議がないようですので、当方より指名いたします。 

議席番号１５番 伊藤一美委員と議席番号１６番 大鐘正彦委員の両名に

お願いします。 

 

議   長 

 

 

事 務 局 

 

 

それでは、議案第５号 地域農業経営基盤強化推進計画案に係る意見聴取

についてを議題とします。事務局の説明を願います。 

 

議案第５号 地域農業経営基盤強化推進計画案いわゆる地域計画に係る意

見聴取について、能代市長より意見を求められたので、意見を付すため提案



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議   長 

 

佐々木英樹委員 

 

 

説 明 員 

 

 

佐々木力委員 

 

 

説 明 員 

 

 

 

議   長 

 

 

 

議   長 

 

 

 

 

 

議   長 

 

 

 

 

 

議   長 

 

 

 

事 務 局 

します。 

計画案の内容について、農業振興課の今野課長補佐、中川主事から説明を

お願いします。 

 

（配布資料により説明） 

 

次のページをお願いします。 

主な内容についてご説明します。 

 

説明が終わりましたが、みなさんから何かご意見等はありませんか。 

 

地域計画に記載されている地域内の農業を担う者の面積は、何を元にした

ものなのか。 

 

記載されている地域内の農業を担う者については、個々の経営改善計画書

の計画面積を元としている。 

 

農業法人以外の法人が、地域で耕作しているように見受けられるが、この

ような法人は、地域計画ではどのように扱われるのか。 

 

農業法人以外の一般法人は農地を取得していない。あくまでも一農業者と

して耕作していると考えるため、地域計画では、地域内の農業を担う者に該

当はしていない。 

 

その他、何かご意見等はありませんか。 

 

（なしの声） 

 

ご意見等がないようですので、採決に入ります。 

議案第５号について、特に意見なし、として提出することに賛成の方は挙

手をお願いします。 

 

（賛成者挙手） 

 

全員賛成であります。よって、本案は、特に意見なし、として提出するこ

とに決しました。 

ここで、今野課長補佐と中川主事は退席します。 

 

（今野課長補佐と中川主事退席） 

 

次に、議案第６号 農地法第３条の規定による許可申請についてを議題と

します。 

事務局の説明を願います。 

 

議案第６号 農地法第３条の規定による許可申請書の提出があったため、



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議   長 

 

 

 

 

 

議   長 

 

 

 

 

議   長 

 

 

 

 

議   長 

 

 

 

 

議   長 

 

 

議   長 

 

 

 

 

議   長 

承認するため提案します。 

申請内容は、所有権移転が２件で、譲渡人が２人、譲受人が１人、申請土

地の面積は、田が６，６７６㎡です。賃借権の設定は２８件で、賃貸人が２

１人、賃借人が１６人、申請土地の面積は、田が２２４，６４７㎡、畑が

７，３０５㎡です。 

次のページをお願いします。 

主な内容についてご説明します。 

整理番号１は所有権移転で、申請土地は久喜沢字赤坂下５６、地目は田

で、面積は４，８２７㎡、１０ａ当たりの価格は２５万円、申請事由は経営

拡張となっています。 

整理番号３は賃借権の設定で、申請土地は字悪戸１５-１、地目は田で、面

積は４，４２５㎡、賃借料は総額で２万円、申請事由は経営拡張、期間は５

年間となっています。 

以上、よろしくご審議くださいますようお願いします。 

 

それでは、質疑に入りますが、議事参与がありますので、整理番号１３番

から１７番、並びに２１番、２３番を先議します。 

１２番 工藤次雄委員は暫時ご退席願います。 

 

（工藤委員退席） 

 

整理番号１３番から１７番、並びに２１番、２３番について何かご質問等

はありませんか。 

 

（なしの声） 

 

整理番号１３番から１７番、並びに２１番、２３番について、原案のとお

り決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 

 

（賛成者挙手） 

 

全員賛成であります。よって、本案は原案のとおり承認することに決しま

した。 

 

（工藤委員着席） 

 

工藤次雄委員にご報告します。本案件は原案のとおり承認されましたので

ご報告します。 

 

続いて、整理番号２９番について、審議します。 

１１番 渡部正人委員は暫時ご退席願います。 

 

（渡部委員退席） 

 

整理番号２９番について何かご質問等はありませんか。 



 

 

 

 

議   長 

 

 

 

 

議   長 

 

 

 

 

議   長 

 

 

議   長 

 

 

 

 

議   長 

 

 

 

 

 

議   長 

 

 

議   長 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（なしの声） 

 

整理番号２９番について、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を

お願いします。 

 

（賛成者挙手） 

 

全員賛成であります。よって、本案は原案のとおり承認することに決しま

した。 

 

（渡部委員着席） 

 

 渡部 正人委員にご報告します。本案件は原案のとおり承認されました

のでご報告します。 

 

次に、他の案件について質疑を行ないます。何かご質問等はありません

か。 

 

（なしの声） 

 

ご質問等がないようですので、採決に入ります。 

議案第６号について、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願

いします。 

 

（賛成者挙手） 

 

全員賛成であります。よって、本案は原案のとおり承認することに決しま

した。 

 

次に、議案第７号 農地法第５条の規定による許可申請についてを議題と

します。 

事務局の説明を願います。 

 

議案第７号 農地法第５条の規定による許可申請書の提出がありましたの

で、意見を付すためご提案いたします。 

農地転用許可申請は、所有権移転が２件で、譲渡人が２人、譲受人が２人

です。申請土地の面積は、畑が７，７６２㎡です。 

１２ページをお願いします。 

所有権移転 整理番号１申請地は、字養蚕１０９、地目は畑、面積が７，

０９１㎡です。価格は４００万円、申請事由は太陽光発電施設です。申請地

は都市計画の用地区域が第１種住居地域に指定されておりますので農地区分

は第３種農地です。 

申請地の位置は１３ぺージです。申請地は、能代松陽高校の南側に位置し

ており、申請地は長年、耕作されておらず、冬季間でも人の背丈ほどの雑草

が茂っている畑です。申請地の隣接地は、北側は耕作されていませんが、草



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議   長 

 

佐々木力委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議   長 

 

刈り等の管理がされ保全されている畑で、東側は雑木林、西側と南側は宅地

となっております。 

土地の利用計画は１４ページです。 

申請者の譲受人は、太陽光発電施設の設置、運営等を行っている会社で、

申請地を取得し、太陽光発電設備を設置しようとするものです。 

事業計画では申請地は、平坦な土地のため、盛土、切土は行わず、敷地全

体を使い１，０６４枚のパネルを設置し、敷地の周囲にフェンスを設置する

こととしております。 

汚水、生活排水の発生はなく、雨水は自然浸透される計画です。 

事業費は、全額自己資金により捻出することとしており、預金通帳の写し

が提出されております。 

整理番号１の説明は以上です。 

次に１２ページに戻っていただいて、所有権移転 整理番号２申請地は、

松美町２２９－１、地目は畑、面積は６７１㎡です。価格は３４０万円、申

請事由は駐車場です。申請地は都市計画の用地区域が第１種住居地域に指定

されておりますので農地区分は第３種農地です。 

申請地の位置は、１５ページです。申請地は、周囲が宅地化されており、

宅地の中に残った休耕中の畑です。 

土地の利用計画は１６ページです。申請者である譲受人は、不動産賃貸業

を行う法人で、現在、空き地となっている土地を整地し、月極駐車場として

利用したいとのことです。 

事業計画では、平坦な土地のため、盛土、切土は行わず、申請地を整地

し、地盤を固めた上で区画割を行い、周辺住民に貸し出す計画としておりま

す。汚水等の発生はなく、雨水は自然流下させ前面の道路側溝に流す計画で

す。 

事業費は、全額自己資金により捻出することとしており、預金通帳の写し

が提出されております。 

整理番号２の説明は以上です。 

よろしくご審議くださいますようお願いいたします。 

 

本案は現地調査を行っておりますので、その報告をお願いします。 

 

議案第７号 農地法第５条の規定による許可申請について、２月６日

（木）、現地調査班第１班、１番 佐々木英樹委員 ４番：飯坂委員、事務

局と私の４人で現地調査を行いましたので、その結果をご報告いたします。 

所有権移転 整理番号１の現地は、長年、耕作されていない畑でした。転

用予定地の境界は明確で、事前着工はありませんでした。 

整理番号２の現地は、宅地に囲まれた耕作していない畑でした。転用予定

地の境界は明確で、事前着工はありませんでした。 

いずれの土地も周辺の土地へ影響がない計画であることを確認してきまし

た。 

 以上、ご報告いたします。 

 

事務局の説明と現地調査の報告が終わりました。 

それでは、質疑に入ります。何かご質問等はありませんか。 



 

 

 

 

議   長 

 

 

 

 

 

議   長 

 

 

議   長 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議   長 

 

 

 

議   長 

 

（なしの声） 

 

ご質問等がないようですので、採決に入ります。 

議案第７号について、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願

いします。 

 

（賛成者挙手） 

 

全員賛成であります。よって、本案は原案のとおり承認することに決しま

した。 

 

次に、議案第８号 農地転用事業計画変更承認申請についてを議題としま

す。事務局の説明を願います。 

 

議案第８号 農地転用事業計画変更承認申請書の提出がありましたので、

意見を付すためご提案いたします。 

農地転用事業計画変更承認申請は、１件で８筆、面積は田が１０，２５０

㎡、畑が１，５９８㎡、合計で１１，８４８㎡です。 

１８ページをお願いします。 

計画変更の承認申請があった転用事業は、令和５年５月２５日に第５条の

転用許可を行った白神ウインド合同会社の陸上風力発電事業に伴う工事作業

場の一時転用です。 

変更の内容は、一時転用の期間の延長で、当初、令和７年６月９日を期限

としていた一時転用の期限を同年８月３１日まで８０日あまり延長したいと

の内容になっております。 

期間延長の理由については、ヨーロッパから運ぶ風車発電機器の海上輸送

に関し、中東地域での紛争により、地中海からスエズ運河を航行する海上ル

ートが使用できなくなり、アフリカ大陸を迂回するルートに変更せざる得な

くなり、風車搬入に遅延が生じたこと、さらに建設業界での人手不足によ

り、荷八田２号機、３号機の風車建設について、工事は終盤を迎えています

が２、３カ月程度、スケジュールに影響が生じた結果、農地の復旧スケジュ

ールにも遅れが生じ、積雪期に農地の復旧工事を実施しなければならない状

況になったそうです。このため、農地の地権者や地元関係者と協議した結

果、当地での７年度の耕作は行わないこととし、良い条件で地権者に農地を

返却するため、冬季間での復旧工事は行わないこととしたので、一時転用期

間を８月末まで延長させてほしいとの理由です。 

変更は、機関の延長のみで、工事内容に変更はありません。 

説明は以上です。よろしくご審議くださいますようお願いいたします。 

 

事務局の説明が終わりましたが、何かご質問等はありませんか。 

 

（なしの声） 

 

ご質問等がないようですので、採決に入ります。 

議案第８号について、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願



 

 

 

 

 

 

議   長 

 

 

議   長 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議   長 

 

 

 

 

 

議   長 

 

 

 

いします。 

 

（賛成者挙手） 

 

全員賛成であります。よって、本案は原案のとおり承認することに決しま

した。 

 

次に、議案第９号 農用地利用集積計画についてを議題とします。事務局

の説明を願います。 

事務局の説明を願います。 

 

議案第９号 農用地利用集積計画の提出があったため、承認するため提案

します。 

申請内容は、所有権移転が4件で、譲渡人が４人、譲受人が４人、申請土地

の面積は、田が８５，１１３㎡です。利用権の設定は３３件で、賃貸人が３

２人、賃借人が３人、転借人が１１人、申請土地の面積は田が３０３,０６

９．６５㎡、畑が７３４㎡です。権利の移転は３件で、移転人が３人、受け

人が３人、申請土地の面積は田が４０，９８３㎡です。 

 次のページをお願いします。 

整理番号１は所有権移転で、申請土地は扇田字西扇田３２８外４筆、地目

は田で、面積の合計は５，０７５㎡、価格は総額で６０万円、移転事由は経

営拡張となっています。 

２４ページをお願いします。 

整理番号５は利用権の設定で、申請土地は荷上場字中島１７１外４筆、地

目は田で面積の合計は４，２８２㎡、１０ａ当たりの賃借料は玄米３０kg、

設定事由は経営拡張。期間は３年間となっています。 

整理番号８は中間管理権で、申請土地は字塩干田１２０外８筆、地目は田

で面積の合計は８，８８４㎡、１０ａ当たりの賃借料は１３，０００円、設

定事由は再設定。期間は１０年間となっています。 

３０ページをお願いします。 

整理番号３８は権利の移転で、申請土地は字萱山５１３外３筆、地目は田

で面積の合計は２１，５７００㎡、移転事由は土地所有者の都合による、残

存期間は４年間となっています。 

以上、よろしくご審議くださいますようお願いします。 

 

それでは、質疑に入りますが、議事参与がありますので、整理番号９番を

先議します。 

１０番 袴田謙委員は暫時ご退席願います。 

 

（袴田委員退席） 

 

整理番号９番について、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお

願いします。 

 

（賛成者挙手） 
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議   長 
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議   長 
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議   長 

全員賛成であります。よって、本案は原案のとおり承認することに決しま

した。 

 

 （袴田委員着席） 

 

袴田謙委員にご報告します。本案件は原案のとおり承認されましたのでご

報告します。 

続いて、整理番号１９番を審議します。 

９番 佐藤敏彦委員は暫時ご退席願います。 

 

 （佐藤委員退席） 

 

整理番号１９番について何かご質問等はありませんか。 

 

（なしの声） 

 

ご質問等がないようですので、採決に入ります。 

整理番号１９番について、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を

お願いします。 

 

（賛成者挙手） 

 

全員賛成であります。よって、本案は原案のとおり承認することに決しま

した。 

 

（佐藤委員着席） 

 

佐藤 敏彦委員にご報告します。本案件は原案のとおり承認されましたの

でご報告します。 

続いて、整理番号３９番を審議します。 

１５番 伊藤一美委員は暫時ご退席願います。 

 

（伊藤委員退席） 

 

整理番号３９番について何かご質問等はありませんか。 

 

（なしの声） 

 

ご質問等がないようですので、採決に入ります。 

整理番号３９番について、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を

お願いします。 

 

（賛成者挙手） 

 

次に、他の案件について質疑を行ないます。何かご質問等はありません



 

 

 

 

佐藤敏彦委員 

 

 

 

事 務 局 

 

 

佐藤敏彦委員 

 

議   長 

 

 

 

議   長 

 

 

 

 

 

議   長 
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議   長 

 

か。 

 

整理番号３の所有権移転について、移転事由が小作地の取得となっている

が、合意解約整理番号整１１の賃借人と違っているが、どのような関係なの

か。 

 

合意解約整理番号１１の賃貸人は、所有権移転する譲受人の法人の代表者

であり、個人にかわり法人が農地を取得するため小作地の取得となります。 

 

わかりました。 

 

他にご質問等ございませんか。 

 

（なしの声） 

 

ご質問等がないようですので、採決に入ります。 

議案第９号について、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願

いします。 

 

（賛成者挙手） 

 

全員賛成であります。よって、本案は原案のとおり承認することに決しま

した。 

 

次に、議案第１０号 農用地利用集積等促進計画案に対する意見聴取につ

いてを議題とします。 

事務局の説明を願います。 

 

議案第１０号 能代市長から農用地利用集積等促進計画案に対する意見を

求められたので、意見を付すため提案します。 

申請内容は、権利の設定が２０件で、設定人が７人です。設定する土地

は、田が１３１，８５１㎡です。権利の移転は２件で、移転人が２人です。

設定する土地は田が８，１２４㎡です。 

次のページをお願いします。 

整理番号１は、権利の設定で、申請土地は扇田字中川原７２５外４筆、地

目は田で面積の合計は１４，１１２㎡、１０ａ当たりの賃借料は１０，００

０円、設定事由は再設定、期間は１０年間となっています。 

３９ページをお願いします。 

整理番号２１は、権利の移転で、申請土地は荷上場字高岩川原４０３外３

筆、地目は田で面積の合計は５，０６１㎡、移転事由は土地区画整理事業に

よる、残存期間は４年間となっています。 

以上、よろしくご審議くださいますようお願いします。 

 

それでは、質疑に入りますが、議事参与がありますので、整理番号２１番

を先議します。 
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議   長 

１５番 伊藤一美委員は暫時ご退席願います。 

 

 （伊藤委員退席） 

 

整理番号２１番について何かご質問等はありませんか。 

 

（なしの声） 

 

ご質問等がないようですので、採決に入ります。 

整理番号２１番について、意見なしとして、提出することに賛成の方は挙

手をお願いします。 

 

（賛成者挙手） 

 

全員賛成であります。よって、本案は、意見なしとして、提出することに

決しました。 

 

  （伊藤委員着席） 

 

伊藤一美委員にご報告します。本案件は意見なしとして、提出することで

承認されましたのでご報告します。 

次に、他の案件について質疑を行ないます。何かご質問等はありません

か。 

 

（なしの声） 

 

次に、報告事項１ 許可不要の転用について議題とします。事務局の説明

を願います。 

 

報告事項１ 許可不要の農地転用について届出がありましたので報告いた

します。 

届出のあった件数は１件、２９２筆で、面積は、田が３９８，４９４の内

２３,４８９．４２㎡、畑が２７，９５３の内２，３６４.７７㎡、合計４２

６，４４７の内２５，８５４.１９㎡です。 

４２ページをお願いします。 

整理番号１ 届出のあった転用事業は、電気事業者である東北ネットワー

ク株式会社が実施する送電線の撤去工事のため、農地を一時的に利用しよう

とするものです。届出のあった土地は、坂形字家ノ下６０外２９１筆、一時

転用の期間は令和７年１月２４日から同年３月３１日です。 

位置図は４３ページから４５ページに記載しております。太線が現在、使

用を停止した撤去する送電線になっており、これを３月末までに撤去するこ

ととしております。 

報告は以上です。 

 

報告事項でありますのでご了承願います。 
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次に、報告事項２ 農地法第１８条第６項の規定による通知について議題

とします。事務局の説明を願います。 

 

（説明省略の声)  

  

説明省略の声がありましたが、説明を省略してご異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

異議が無いようですので説明を省略させていただきます。 

報告事項でありますのでご了承願います。 

 

次に、報告事項３ 地目変更登記に係る照会に対する回答についてを議題

とします。事務局の説明を願います。 

 

（説明省略の声)   

 

説明省略の声がありましたが、説明を省略してご異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

異議が無いようですので説明を省略させていただきます。 

報告事項でありますのでご了承願います。 

 

続いて、その他に入ります。事務局から説明願います。 

 

・今後の行事予定について 

・農政専門委員会の開催について 

 

委員のみなさん方から何かありませんか。 

  

（なしの声） 

 

 ないようですので以上を持ちまして総会を閉じたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                     終了 午後３時００分 
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